
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告３ 別府国際観光温泉文化都市建設計画道路の変更 

  （大分県決定）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



区域

番号 路線名 起点 終点 延長 車線の数 幅員（ｍ）

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

幹
線
街
路

3・4・14 南立石亀川線

別府市
大字南立石
字板地中須

賀

別府市
亀川浜田町

の交差の構造

別府国際観光温泉文化都市建設計画道路の変更（大分県決定）

１．　別府国際観光温泉文化都市建設計画道路中3・4・14号南立石亀川線を次のように変更する。

名称 位　　　　　　置 構　　　造

約8,000m 地表式 2 16
・幹線街路と平面交差6箇所
・鉄道との立体交差1箇所

別府市
大字鉄輪
字脇ノ前

【理由】

　別府国際観光温泉文化都市建設計画道路3・4・14号南立石亀川線は、起点を別府市大字南立石字板地中須賀、
終点を別府市亀川浜田町として、昭和27年7月に都市計画決定された幹線街路である。
　今回の事業区間は、通学路であるものの歩道及び路肩が狭く、幅員が十分に確保されていない状況であり、また、
交差点部においては交通混雑を招いているため、安全で円滑な交通環境の形成が必要とされている。
　今回、詳細設計を行った結果、原交差点における幾何構造等を平成２４年１２月に制定された「県道の構造の技術
的基準等に関する条例」等に準拠した構造とするため、一部線形の変更、一部幅員の変更を行うものである。

種

別
主な経過地

地表式の区間に
備　考

構造形式 おける鉄道等と
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幅員 幅員

延長 延長

車線数 車線数

一部幅員の変更

一部区域の変更

幹
線
街
路

16m
約8,000m
2車線

終点

新　旧　対　照　表

新 旧

番号 路線名

種
　
別 起点 終点

別府市
南立石１区

別府市
亀川浜田町

変更の概要
路線名起点 番号

南立石亀川
線

3・4・14
南立石亀川

線

16m
約8,000m
2車線

別府市
大字南立石
字板地中須

賀

別府市
亀川浜田町

3・4・14
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